
参考資料５

国家公務員（官吏）の恩給・年金及び退職手当の変遷

恩給・年金 退職手当

大正１２年（恩給制度・恩給法） 給付

（算定基礎給与×支給率）

最 上 昭和２５年（国家公務員等に対する退職手

終 限 恩 給 当の臨時措置に関する法律)

俸 給 俸 無

給

最終俸給日額×

任官 退職 支給日数

【例】勤続３５年の支給率 ６８／１５０

採用 退職１７年：退職時点の俸給の５０/１５０

昭和２８年（国家公務員等退職手当暫定１７年超１年につき１/１５０を加算（４０年限度）

昭和３４年（国家公務員共済組合法） 給付 措置法）

（算定基礎給与×支給率） 昭和３４年（国家公務員等退職手当法）

最平上

終均限 共済年金

俸 給 ３俸有 最終俸給月額×支給率

年給

採用 退職 は本人負担分 採用 退職

【例】勤続３５年の支給率 ６２．５％ 【例】勤続３５年の支給率

２０年：算定基礎給与の４０％ 自己都合 ４８．１２５

20年超１年につき1.5/100を加算 定年・勧奨 ５７．７５

（算定基礎給与の７０％限度）最高４０年

※算定基礎給与は昭和４９年に最終１年平均俸給に改正

昭和６１年（国家公務員共済組合法）

給付

（算定基礎給与×支給率） （昭和６２年 国家公務員退職手当法）

（平成１８年度以降）

平準上 (基本額) （調整額）

区分別在職期間の標準報酬 均報限 共済年金

各月ごとの調整月（俸給＋諸手当） 標酬有 ＋

の合計額 月最終俸給月額 額 (60

)採用 退職 は本人負担分 ×支給率 分

【例】勤続３５年の支給率 ３１．５％（うち職域加算額５．２５％） 採用 退職

１階部分として 基礎年金（約８０万円）支給 【例】勤続３５年で５Ｇの支給率

※算定基礎給与：平均標準報酬（俸給＋諸手当）に改正 自己都合 47.5 ＋１５０万円

厚年相当部分：平均標準報酬×7.5/1000×420月 定年・勧奨 59.28 ＋１５０万円

職域加算額 :平均標準報酬×1.5/1000×420月

(注) 平成１８年３月現在 標準報酬（上限）６２万円

※計算式は従前額保障の額
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